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退職以降の市民税・県民税・森林環境税を一括徴収する場合

⑨徴収予定額を記入
：③（ウ）未徴収税額と
　同額

⑩備考
：一括徴収して納入する
　納入月及び納入期限を記入
※納入期限とは納入月の翌月10日です。

ふりがな
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右から
番号を
記入

左記の一括徴収した税額は、

　　　月分（　　　 月10日納入期限分）で

納入します。

先行送付（　 月分　 月　 日送付済）

新しい勤務先には、月割額　　　　　　円を

　　　月分（　　　月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう　　　　　　です。
連絡済
未連絡（　　　）
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